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地
域
再
生
条
例
に
つ
い
て

問
　

自
治
体
自
ら
が
考
え
、
提
案

す
る
地
域
再
生
条
例
の
制
定
は
。

答

交
付
金
や
課
税
の
特
例
な
ど

支
援
措
置
の
あ
る
有
益
な
制
度

で
、
本
制
度
の
適
用
が
有
意
義

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
事
業
が

あ
れ
ば
、
積
極
的
に
そ
の
活
用

を
検
討
し
た
い
。

地
方
交
付
税
と
合
併
特
例
債

問
　

不
交
付
団
体
に
指
定
さ
れ
て

も
合
併
特
例
債
事
業
は
全
て
実

行
さ
れ
る
の
か
。

答

地
方
交
付
税
の
不
交
付
は
、

自
主
財
源
で
市
政
運
用
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
事
業
に

支
障
は
な
い
。
必
要
不
可
欠
な

事
業
で
あ
り
、
計
画
ど
お
り
実

施
し
た
い
。

公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革

問
　

窓
口
業
務
の
委
託
は
「
個
人

情
報
の
保
護
」「
守
秘
義
務
」
が

必
要
で
は
。

答

実
施
方
針
と
実
施
要
領
の
中

で
責
任
の
所
在
、
チ
ェ
ッ
ク
体

制
、
守
秘
義
務
の
遵
守
に
配
慮

す
る
こ
と
と
な
る
。
守
秘
義
務

の
問
題
と
便
宜
を
促
進
す
る
両

面
か
ら
検
討
し
対
応
し
た
い
。

竹
原
和
義
議
員

袋
井
の
観
光
に
つ
い
て

問
　

観
光
協
会
や
民
間
事
業
者
等

と
の
連
携
を
深
め
、
新
た
な
観

光
戦
略
を
定
め
て
は
ど
う
か
。

答

新
た
な
地
域
資
源
の
掘
り
起

こ
し
や
施
設
整
備
な
ど
重
要
な

役
割
を
果
た
す
観
光
協
会
や
民

間
事
業
者
と
一
体
と
な
っ
た
観

光
振
興
へ
の
取
り
組
み
が
必
要

と
考
え
て
い
る
。
通
過
型
か
ら

滞
在
型
観
光
へ
の
移
行
と
し
て

民
泊
の
取
り
組
み
、
静
岡
空
港

周
辺
の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
の
メ
ッ
カ
の
構

築
等
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い

る
。

外
国
人
対
応

問
　

外
国
人
と
共
生
、
協
働
す
る

時
期
に
き
て
い
る
と
考
え
る
が
、

当
局
の
考
え
、
取
り
組
み
は
。

答

一
市
民
と
し
て
地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
す
た
め
、
共
生
協
働

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
は
重
要
で

あ
る
。
相
談
窓
口
の
開
設
、
医

療
、
保
険
、
ご
み
の
分
別
収
集
、

防
災
活
動
な
ど
の
情
報
提
供
、

ま
た
地
域
の
祭
典
や
地
区
運
動

会
、
美
化
運
動
な
ど
へ
の
参
加

な
ど
、
外
国
人
の
方
々
も
充
実

し
た
生
活
が
実
現
で
き
る
よ
う

努
め
て
ま
い
り
た
い
。

山
本
貴
史
議
員

多くのウオーキング客が立ち寄る「どまん中茶屋」

市民課窓口の様子


